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和歌山市立学校（園）の再開について 

 

 

 このことについて、令和２年４月３０日付け和教学第２１１号和教保第８４号にて通知

した臨時休業期間を５月３１日で終了し、６月１日から学校を再開することとします。 

各学校においては、感染防止の対応や、幼児児童生徒及び保護者への周知を十分に行った

上で、教育活動を再開していただけますようお願いします。 

なお、分散登校期間の６月１０日（水）までは５月２１日付「文部科学省 Q＆A等に対

する和歌山市教育委員会補足資料」に準じて適切に対応してください。また、部活動に関

しては、補足資料とともに「和歌山市部活動指針」も遵守するようよろしくお願いしま

す。 

保護者宛て文書を添付しますので、各家庭への配付をお願いします。 

 

今後の予定について 

６月１日（月）～１０日（水）  

学級を午前・午後のグループに分け、各３時間の授業を実施。 

６月１１日（木）から１２日（金） 

午前中のみ、通常の授業を実施。 

  ※幼稚園は６月 1日（月）～6月１２日（金）の期間、２時間程度の登園を実施。 

 

６月１５日（月）以降は、通常の授業を実施。 

   

 夏季休業期間について 

  ８月８日（土）～８月１６日（日） 

※幼稚園は８月１日（土）～８月３１日（月） 

 


